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教育総務課からのお知らせ　

錦江町奨学生募集

(総務係）教育総務課

電話0994-22-0517

(総務係）支所教育委員会

電話0994-25-2515

　

平
成　

年
度
錦
江
町
奨
学
生
募

19

集
要
項
が
次
の
と
お
り
決
ま
り
ま

し
た
。
希
望
さ
れ
る
方
は
、
教
育

委
員
会
教
育
総
務
課
ま
た
は
支
所

教
育
委
員
会
ま
で
申
し
出
て
く
だ

さ
い
。

１　

趣
旨

　

こ
の
奨
学
制
度
は
、
学
業
及
び

人
物
が
優
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
経
済
的
理
由
に
よ
っ
て
就

学
が
困
難
な
学
生
・
生
徒
に
対
し

て
奨
学
資
金
の
貸
与
を
行
い
、

も
っ
て
本
町
教
育
の
発
展
を
図
る

も
の
で
あ
る
。

２　

奨
学
金
の
種
類
・
貸
与
月
額

■
大
学
奨
学
生

　

月
額
２
０
、
０
０
０
円
以
内

■
高
校
奨
学
生

　

月
額
１
５
、
０
０
０
円
以
内

３　

応
募
の
資
格

　

奨
学
金
の
貸
付
を
受
け
る
生
徒

は
、
高
等
学
校
及
び
大
学
（
高
専
、

短
大
、
専
門
学
校
及
び
大
学
院
を

含
む
。）
に
在
学
中
の
者
で
、
次
に

揚
げ
る
も
の
と
す
る
。

①　

経
済
的
理
由
に
よ
り
就
学
困

難
な
者

②　

勉
学
に
努
力
し
、
学
力
、
品

行
が
極
め
て
優
秀
か
つ
心
身
共

に
健
全
で
あ
る
者

③　

本
町
に
本
籍
を
有
す
る
者
の

子
弟
で
、
か
つ
、
願
い
出
の
年

の
１
月
１
日
現
在
で
本
町
に
３

年
以
上
在
住
す
る
者

４　

貸
付
及
び
償
還

■
貸
付
の
期
間

　

当
該
学
校
の
正
規
の
在
学
期
間

中
と
す
る
。

■
償
還

　

奨
学
資
金
は
、
無
利
子
と
し
、

卒
業
し
た
年
度
の
翌
年
度
か
ら
次

の
期
間
内
で
償
還
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

①　

高
等
学
校
在
学
期
間
に
貸
付

け
を
受
け
た
者　
　
　
　

５
年

②　

大
学
在
学
期
間
に
貸
付
け
を

受
け
た
者　
　
　
　
　
　

５
年

③　

高
等
学
校
及
び
大
学
在
学
期

間
を
通
し
て
貸
付
け
を
受
け
た

者　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
10

　

償
還
は
、
半
年
賦
又
は
年
賦
に

よ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
全

額
又
は
一
部
を
繰
り
上
げ
て
返
還

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５　

提
出
書
類

①
錦
江
町
奨
学
資
金
貸
付
願
出
書

②
錦
江
町
奨
学
生
推
薦
調
書

６　

申
請
の
手
続
き

　

前
項
の
提
出
書
類
を
作
成
の
上
、

平
成　

年
3
月　

日
ま
で
に
教
育

19

30

委
員
会
教
育
総
務
課
ま
た
は
支
所

教
育
委
員
会
へ
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。

７　

採
用
予
定
者
の
決
定
及
び
通
知

　

平
成　

年
4
月　

日
ま
で
に
採

19

30

用
予
定
者
を
決
定
し
、
本
人
に
通

知
し
ま
す
。

調
理
師
の
皆
様
へ

平
成　

年
度
は
、
就
業
届
を

18

提
出
す
る
年
で
す
。

　

近
年
、
国
民
の
食
生
活
に
お
け
る

外
食
依
存
の
傾
向
が
高
ま
っ
て
お
り
、

飲
食
店
な
ど
に
お
い
て
調
理
の
業
務

に
従
事
す
る
調
理
師
の
皆
様
方
が
、

国
民
の
食
生
活
に
果
た
す
役
割
が
、

ま
す
ま
す
重
要
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
た
め
、
皆
様
の
資
質
の
向
上

を
目
的
と
す
る
研
修
な
ど
の
事
業
が

円
滑
に
実
施
で
き
る
よ
う
、
２
年
に

１
度
、「
調
理
師
業
務
従
事
者
届
」
を

提
出
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

●
届
出
の
必
要
な
調
理
師
の
方
々

　

調
理
師
免
許
を
持
っ
て
い
る
方
で
、

平
成　

年　

月　

日
現
在
に
お
い
て
、

18

12

31

寄
宿
舎
、
学
校
、
病
院
、
事
業
所
、

社
会
福
祉
施
設
、
介
護
老
人
保
健
施

設
、
矯
正
施
設
、
飲
食
店
、
そ
の
他

多
人
数
に
飲
食
物
を
提
供
し
て
い
る

施
設
、
魚
介
類
販
売
業
、
惣
菜
製
造

業
な
ど
で
調
理
業
務
に
従
事
し
て
い

る
調
理
師
の
方
々
で
す
。

●
届
出
の
方
法

　

「
調
理
師
業
務
従
事
者
届
」
を
平
成

　

年
１
月　

日
（
月
）
ま
で
に
ご
提

19

15

出
く
だ
さ
い
。

　

様
式
は
、
県
庁
健
康
増
進
課
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
お
り
、
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

●
「
調
理
師
業
務
従
事
者
届
」
の
提

出
先

☆
鹿
児
島
市
で
調
理
業
務
に
従
事
し

て
い
る
方
→
県
庁
健
康
増
進
課

☆
鹿
児
島
市
以
外
の
県
内
市
町
村
で

調
理
業
務
に
従
事
し
て
い
る
方
→
就

業
地
を
管
轄
す
る
県
の
保
健
所
へ

　

提
出
方
法
に
つ
い
て
は
、
郵
送
・

フ
ァ
ッ
ク
ス
・
メ
ー
ル
・
持
参
ど
れ

で
も
結
構
で
す
。

　

健
康
増
進
課
及
び
県
の
各
保
健
所

の
住
所
、
フ
ァ
ッ
ク
ス
番
号
、
メ
ー

ル
ア
ド
レ
ス
は
、
県
庁
健
康
増
進
課

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
ま

す
。

　

詳
し
く
は
、
県
庁
健
康
増
進
課
に

お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

　■問い合わせ先

　　県庁健康増進課

　　電話番号　099－286－2111

　　　　　　　（内線2719、2717）

　　健康増進課ホームページ

　　http://www.pref.kagoshima.jp/home/

　　kenkoka/health21/health21.htm




